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市
政
運
営
の
基
本
理
念
や
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
八
潮
市
自
治
基
本
条
例
が
7
月
1
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。
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治
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？
 

 　
「
自
治
基
本
条
例
」
と
は
、

市
政
運
営
の
基
本
理
念
や
市
民

と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
に
必
要
な
考
え
方
や
仕

組
み
な
ど
の
基
本
的
な
ル
ー
ル

を
定
め
る
も
の
で
す
。
 

　
ま
た
、
市
政
を
進
め
る
う
え

で
基
本
と
な
る
事
項
や
他
の
条

例
、
計
画
な
ど
を
策
定
す
る
際

の
原
則
を
定
め
る
こ
と
か
ら
、

条
例
の
中
の
頂
点
に
位
置
づ
け

ら
れ
、
「
自
治
体
の
憲
法
」
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

 ○
な
ぜ
自
治
基
本
条
例
が

必
要
な
の
か
？
 

 　
地
方
分
権
時
代
の
到
来
に
よ

り
、
地
方
公
共
団
体
に
は
「
地

域
の
こ
と
は
地
域
で
考
え
、
地

域
で
決
め
る
」
と
い
う
自
己
決

定
・
自
己
責
任
に
基
づ
き
、
多

様
化
・
高
度
化
す
る
市
民
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
、
地
域
の
特
色
を

生
か
し
た
行
政
運
営
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
た
め
、
市
民
の
権
利
や

自
治
体
運
営
に
関
す
る
基
本
的

事
項
を
明
確
に
し
、
市
民
参
加

の
あ
り
方
や
市
民
と
行
政
と
の

協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
、
多
様
な
市
民
参
加
を
シ

ス
テ
ム
と
し
て
構
築
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

　
そ
こ
で
、「
自
治
基
本
条
例
」

を
制
定
し
、
市
民
と
行
政
と
が

情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
の

責
任
と
役
割
を
分
担
し
、
協
力
 

・
協
調
し
あ
う
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
の
協
働
関
係
を
築
い
て
市

民
参
画
の
機
会
拡
充
、
協
働
体

制
の
確
立
を
図
っ
て
い
き
ま

す
。
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※自治とは、自分たちのことは自分たちの責任において決めて行うことをいいます。 

　なお、この条例の詳しい解説を広報やしお４月号から９月号に掲載する予定です。 

前文 

見出し 盛り込まれている内容 

「八潮市自治基本条例」の概要 

この条例の制定趣旨と基本的な考え方が表現されています。また、本市の歴
史や特徴などを盛り込むとともに、市民・市議会・行政が一緒にまちづくり
を推進していこうという決意を表明しています。 

第１章：総則 

この条例では、「市民、市議会、行政が協働し、自治（※）を実現すること」
を目的としています。また、この条例を本市における自治に関する最高規範
として位置づけているほか、この条例で使用する主な用語について、その定
義を規定しています。 

第２章：自治の基本理念 
と基本原則 

本市の自治における基本的な考え方と市民がまちづくりに関わるために必要
な原則（参画、協働、情報共有・公開の原則）について規定しています。 

第３章：まちづくりの基 
本原則 

本市がまちづくりを進めていくための基本原則として、子どもの尊重や安全・
安心の確保、危機管理や地球環境に対する考え方について規定しています。 
この条例の大きな特徴となる項目です。 

第４章：市民 
自治の主体者（主役）として市民が有している権利や責務、町会・自治会な
どの地域コミュニティの役割について規定しています。 

第５章：市議会 市議会の役割と責務、市議会議員の責務について規定しています。 

第６章：行政 
公正かつ誠実に市政を執行するために果たさなければならない市長の責務や
職員の責務などについて規定しています。 

第７章：行政運営の原則 
行政情報の分かりやすい公表や計画的で健全な財政運営、国や県との連携協
力など、行政運営の原則について規定しています。 

第８章：住民投票 

市政に係る重要な事項について、住民の意思を反映するために実施される住
民投票について規定しています。 
住民投票を実施するためには別に住民投票条例が必要となりますが、本市では、
請求要件などを満たせばいつでも住民投票ができる「常設型」の住民投票条
例を制定します。 

第９章：条例の検証及び 
見直し 

この条例は、本市における自治に関する最高規範であることから、内容につ
いては軽々しく変更されるべきではありませんが、社会情勢の変化に適合し
た内容になっているかについては定期的に検証する必要があります。そのため、
市民を中心とした委員会を設け4年を超えない期間ごとに検証しなければなら
ないことを規定しています。 


